
さい。
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い

。

日 他 の 場 所 へ 移 動 し ま す の で

蒲 郡 市

自転車・原動機付自転車を調査さ

せていただくため、この調査札を

て い る 自 転 車 等 に つ い て は 、

長 期 に わ た り 駐 車 さ れ て お り

使 用 さ れ て い な い も の と 判 断

し 、 交 通 の 障 害 除 去 の た め 後

に移動した方は、この札を取りは

注　　 　　　意

こ の 札 が 付 い た ま ま に な っ

ずしてください。

お　願　い

調　査　札 警　告　札

警　　　告

この自転車等を使用している方

は、この札を取りはずしてくださ

ここは長期間駐車する場所では

ありません。直ちに移動してくだ

自転車駐車場等適正な駐車場所

路上等に長期間駐車されている

注　　　 　　意

付けさせていただきました。

て い る 自 転 車 等 に つ い て は 、

こ の 札 が 付 い た ま ま に な っ

長 期 に わ た り 駐 車 さ れ て お り

使 用 さ れ て い な い も の と 判 断

ご注意ください

　　年　　　月　　　日 　　年　　　月　　　日

所 へ 移 動 し ま す の で 、 ご 注 意

第1号様式（第4条関係） 第 2号様式（第 5条第 1項関係）

し 、 交 通 の 障 害 除 去 の た め 後

日 撤 去 の 手 続 き に よ り 他 の 場

蒲 郡 市



蒲 郡 市

撤　去　札

撤　　　　去

第 3号様式（第 5条第 2項関係）

間放置されていますので、放置自

ここは長期間駐車する場所では

ありません。この自転車等は長期

　　年　　　月　　　日

転車等と判断し、７日後に蒲郡市

の定める保管場所に移動します。



蒲郡市長

　　　課

急に引取りに来てください。

この付近に長期放置してあった自転車等は、

蒲 郡 市 旭 町 １ ７ － １

電話（０５３３）６６－

　　年　　　月　　　日

なお、引き取りのない場合は、相当期間経

（連絡先）

平成 年 月 日に移動し、所定の場所に

保管してあります。

心当たりの方は、下記までご連絡のうえ、早

第 4号様式（第 5条第 4項関係）

蒲郡市          　部     

過した後、所有権を放棄した物とみなし処分

します。

お　知　ら　せ



第５号様式（第８条関係）

車　種 防犯登録
色　等 番 号 等

住　　　　所 氏　　名 備　考整理番号 放　置　場　所

放置自転車等保管台帳


